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★農業者年金の３つの特徴★
①農業に従事する方なら広く加入できます！
●年間60日以上農業に従事する
●国民年金の第1号被保険者
（保険料納付免除者を除く）
●20歳以上65歳未満の方
（65歳以上は国民年金の任意加入被保険者）

②税制上の優遇措置！
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の
対象となり、所得税や住民税等の節税につな
がります！
（支払った保険料の15％～30％程度が節税
になります）

③保険料の国庫補助があります！
認定農業者など一定の要件を備えた“意欲
ある担い手”には保険料（月額2万円固定）
の２割、３割、５割の国庫補助があります。
（最長で20年）

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定及び所有権移転
制度の終了（R7.3.31）について【ご注意ください！】

よって、この基盤強化法による農地の貸借（更新含む）と売買の手続きとも
に、雲仙市においては令和７年２月１４日までの受付となりますので、ご注意
ください。（令和７年３月５日総会上程分）〔以後は受付不可〕
また、令和７年３月５日総会までに許可を受けた基盤強化法による農地の貸

し借りは、令和７年４月以降も有効ですが、その賃借期間が終了する時、この
基盤強化法による利用権設定での再更新はできません。
令和７年４月１日以降の農地の貸借と売買については、「農地法」での申請

または「農地中間管理機構」を通じた申請になります。

全国農業新聞 全国農業新聞を読んでみませんか！
発行日：月４回金曜日　　　　　◎農業や農政の動きを分かりやすく解説！
購読料：月額７００円　　　　　◎先進技術や新製品、新品種をいち早く紹介！
申込み：雲仙市農業委員会へ　　◎暮らしと経営に役立つ情報がいっぱい！

例）基盤強化法による５年貸借の場合

受付〆切  → 総会許可  → 制度廃止  →→→ 期間満了  → 貸借更新は「農地法」か
R7.2.14 R7.3.5 R7.3.31 R12.3.4  「機構」に切り替えて申請

５年貸借契約

　国民年金の支給額は、40年加入で月額約6万6千円
夫婦合わせて月額約13万円です。
　しかし、高齢農家世帯（世帯主が65歳以上の夫婦
2人）の家計費は現金支出で月額約22万4千円です。
（令和3年総務省家計調査を基に推計）
　このように、国民年金だけでは十分とは言えず、
老後の生活は自分で準備する必要があります！

老後の備
えは

～安心で豊かな老後のために! 農業者年金に加入しましょう～

　令和４年５月の法改正により、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借
（利用権設定）と農地の売買（所有権移転）の制度は、令和７年３月３1日で
終了となります。


